
尾張旭市議会議長殿

」般質問(代表・1佃1及) 通告書

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により6月定例会において別

紙のとおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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別紙                      氏 名  山下 幹雄  

質 問 事 項 

 

№  １   

公金詐取事件に係る損害賠償請求について 
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 公金詐取事件は、発覚公表の令和５年１月より約１年５か月が経った。 

この間、元会計課職員の刑事告発、事件発生に関連する管理監督職員の懲戒

処分、重過失とされる元会計管理者への賠償命令、損失額の回収と客観的視点

に立てば、その対応が順次進んでいると見て取れる。これまでの事務展開に対

し一定の評価をしたい。そのためにも公表部分を掘り下げながら、経緯におけ

る事項ごとの判断、解決に向けた戦略プランについて広く市民に向けて説明

し、更なる行政の信頼回復を推進すべきと考え質問建てした。 

 

（１）損害賠償に対する視点について 

  ア 事件発生時からの損害額回収の事務プランについて 

  イ 損害賠償請求の方法検討について 

 

（２）損害賠償責任審査会について 

  ア 審査会の設置経緯について 

イ 審査会の内容について 

ウ 重過失の判断について 

エ 顧問弁護士体制について 

 

（３）損害賠償責任保険について 

ア 保険の内容について 

イ 本市職員の加入状況について 

ウ 利用による不利益について 

 

（４）今後の公金不足分回収に向けての事務プランについて 

 

（５）市民に向けて、信頼回復のための説明責任について 

※ 申し合わせ事項に留意すること。 


